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別紙２ 

「消費税関係申告書等の様式の制定について」（法令解釈通達）新旧対照表 

 

（注）アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。 

改      正      後 改      正      前 

４ 免税関係 

⑴～⑸ （省略） 

⑹ 輸出物品販売場許可申請書 

法第８条第６項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場

の許可は、次に掲げる輸出物品販売場の区分に応じ、それぞれ次の様式

により申請する。 

イ 令第 18 条の２第２項第１号《一般型輸出物品販売場の許可要件》

に規定する一般型輸出物品販売場 

第 20－⑴号様式「輸出物品販売場許可申請書（一般型用）」 

ロ 令第 18 条の２第２項第２号《手続委託型輸出物品販売場の許可要

件》に規定する手続委託型輸出物品販売場 

第 20－⑵号様式「輸出物品販売場許可申請書（手続委託型用）」 

⑺ 手続委託型輸出物品販売場移転届出書 

令第 18 条の２第３項《特定商業施設内における手続委託型輸出物品

販売場移転の届出》に規定する手続委託型輸出物品販売場の許可に係る

特定商業施設内においてその販売場を移転する場合の届出書は、第 20

－⑶号様式の｢手続委託型輸出物品販売場移転届出書｣により提出する。 

⑻ 承認免税手続事業者承認申請書 

令第 18 条の２第６項《承認免税手続事業者の定義》に規定する承認

免税手続事業者の承認は、第 20－⑷号様式の「承認免税手続事業者承認

申請書」により申請する。 

４ 免税関係 

⑴～⑸ （同左） 

⑹ 輸出物品販売場許可申請書 

法第８条第６項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場

の許可は、第 20 号様式の「輸出物品販売場許可申請書」により申請す

る。 
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改      正      後 改      正      前 

⑼ 免税手続カウンター設置場所変更届出書 

令第 18条の２第 11項《特定商業施設内における免税手続カウンター

設置場所変更の届出》に規定する同条第６項《承認免税手続事業者の定

義》の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転若

しくは新たに設置する場合又は当該特定商業施設内に設置する免税手

続カウンターを一部廃止する場合の届出書は、第 20－⑸号様式の｢免税

手続カウンター設置場所変更届出書｣により提出する。 

⑽ 事前承認港湾施設承認申請書 

法第８条第９項《事前承認港湾施設の定義》に規定する事前承認港湾

施設の承認は、第 20－⑹号様式の「事前承認港湾施設承認申請書」によ

り申請する。 

⑾ 事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置届出書 

法第８条第８項《事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置の届出》に

規定する事前承認港湾施設内に臨時販売場を設置する場合の届出書は、

第 20－⑺号様式の「事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置届出書」に

より提出する。 

 ⑿ 事前承認港湾施設に係る臨時販売場変更届出書 

令第 18 条の４第５項《事前承認港湾施設に係る臨時販売場の変更の

届出》に規定する事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置届出書の記載

事項に変更があった場合の届出書は、第 20－⑻号様式の｢事前承認港湾

施設に係る臨時販売場変更届出書｣により提出する。 

⒀ 輸出物品販売場廃止届出書 

令第 18条の２第 13項《輸出物品販売場の廃止》に規定する輸出物品

販売場において法第８条第１項《輸出物品販売場における輸出免税の特

例》の規定の適用を受けることをやめようとする場合の届出書は、第 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 輸出物品販売場廃止届出書 

規則第 10 条第４項《輸出物品販売場の廃止》の規定による輸出物品

販売場に係る事業を廃止した旨の届出書は、第 21 号様式の「輸出物品

販売場廃止届出書」により提出する。 
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改      正      後 改      正      前 

－⑴号様式の「輸出物品販売場廃止届出書」により提出する。 

⒁ 承認免税手続事業者不適用届出書 

  令第 18条の２第 14項《承認免税手続事業者の承認の不適用》に規定

する同条第６項《承認免税手続事業者の定義》の承認に係る特定商業施

設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとする場合の

届出書は、第 21－⑵号様式の「承認免税手続事業者不適用届出書」によ

り提出する。 

⒂ 事前承認港湾施設不適用届出書 

  令第 18 条の４第７項《事前承認港湾施設の承認の不適用》に規定す

る事前承認港湾施設につき法第８条第８項《事前承認港湾施設に係る臨

時販売場設置の届出》の規定の適用を受けることをやめようとする場合

の届出書は、第 21－⑶号様式の「事前承認港湾施設不適用届出書」によ

り提出する。 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

（新 設） 
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改      正      後 改      正      前 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


